
議

案

第

百

二

十

四

号 

 
 

 

訴

え

の

提

起

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

五

年

十

一

月

二

十

九

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

訴

え

の

提

起

に

つ

い

て 

 

左

記

の

と

お

り

訴

え

を

提

起

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

件 
 

 

名 
 

不

当

利

得

返

還

等

の

請

求

に

関

す

る

民

事

訴

訟 

二 

訴

訟

当

事

者 
 

原 

告 

東

京

都

港

区

芝

公

園

一

丁

目

五

番

二

十

五

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港 

区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

個

人

（

病

院

開

設

者

） 

三 

事

件

及

び

訴

え

の

要

旨 

 

一 

診

療

報

酬

及

び

高

額

療

養

費

の

不

当

利

得 

 
 

 

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

は

、

埼

玉

県

内

の

病

院

の

開

設

者

で

あ

る

個

人

（

以

下

「

病

院

開

設 

（ ） 



 
 

者

」

と

い

う

。

）

に

対

し

て

、

区

の

国

民

健

康

保

険

被

保

険

者

に

係

る

、

平

成

三

十

一

年

一

月

分

か

ら

の 

 
 

診

療

報

酬

（

国

民

健

康

保

険

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

百

九

十

二

号

）

第

四

十

五

条

第

一

項

に

基

づ

く 

 
 

診

療

報

酬

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

又

は

高

額

療

養

費

（

同

法

第

五

十

七

条

の

二

第

一

項

に

基

づ

く

高

額 

 
 

療

養

費

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

支

払

い

、

又

は

負

担

し

て

い

る

。 

 
 

 

令

和

二

年

二

月

二

十

七

日

に

厚

生

労

働

省

関

東

信

越

厚

生

局

が

実

施

し

た

、

施

設

基

準

等

に

係

る

適

時 

 
 

調

査

に

よ

り

、

平

成

二

十

八

年

六

月

分

か

ら

令

和

二

年

一

月

分

ま

で

の

間

の

診

療

に

つ

い

て

、

当

該

病

院 

 
 

が

、

基

本

診

療

料

の

施

設

基

準

等

（

平

成

二

十

年

厚

生

労

働

省

告

示

第

六

十

二

号

）

に

定

め

ら

れ

て

い

る 

 
 

基

準

を

満

た

し

て

い

な

い

こ

と

が

判

明

し

た

。 

 
 

 

ま

た

、

こ

れ

を

受

け

、

病

院

開

設

者

が

、

区

が

支

出

し

た

、

平

成

三

十

一

年

一

月

分

か

ら

令

和

二

年

一 

 
 

月

分

ま

で

の

間

の

診

療

報

酬

百

四

十

六

万

九

千

九

百

八

十

六

円

及

び

高

額

療

養

費

四

十

八

万

千

八

百

九

十 

 
 

六

円

の

合

計

額

百

九

十

五

万

千

八

百

八

十

二

円

の

利

得

（

以

下

「

本

件

不

当

利

得

」

と

い

う

。

）

を

不

当 

 
 

に

得

て

い

た

こ

と

が

判

明

し

た

。 

 

二 

訴

訟

の

提

起 

 
 

 

区

は

、

病

院

開

設

者

に

対

し

て

本

件

不

当

利

得

の

返

還

請

求

を

行

っ

た

が

、

病

院

開

設

者

は

、

返

還

を 

 
 

一

切

し

な

か

っ

た

。 

 
 

 

そ

の

後

、

区

は

、

病

院

開

設

者

に

対

し

て

督

促

を

行

っ

た

が

、

病

院

開

設

者

は

、

令

和

五

年

十

一

月

二 

 
 

十

日

に

お

い

て

、

本

件

不

当

利

得

を

返

還

し

て

い

な

い

。 

（ ） 



 
 

 

よ

っ

て

、

区

は

、

病

院

開

設

者

を

被

告

と

し

て

、

本

件

不

当

利

得

及

び

こ

れ

に

対

す

る

利

息

の

支

払

並 

 
 

び

に

仮

執

行

の

宣

言

を

求

め

る

訴

え

を

提

起

す

る

。 

四 

訴

訟

遂

行

の

方

針 

 
 

本

件

訴

訟

に

お

い

て

、

必

要

が

あ

る

場

合

は

、

和

解

及

び

上

訴

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

訴

え

を

提

起

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第 

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


